
     愛知医療学院同窓会規約  

  

第１章 総則  

 

第１条（名称）  

 １．本会は、愛知医療学院同窓会と称す。  

 

第２条（事務局）  

 １．本会は、事務局を愛知県清須市一場５１９番地、愛

知医療学院内に置く。  

 

第３条（目的）  

 １．本会は、会員相互の親睦のもとにより一層の融和を

図り、また積極的な学術活動を促して理学療法・作

業療法の向上に寄与することともに、母校の栄誉発

展のため後援することを目的とする。  

 

第４条（事業）  

 １．本会は、前条の目的を達成するため、必要に応じて

  次の事業を行う。  

 （１）会員の学術的向上を促す事業  

 （２）会員相互間の連絡、親睦に関する事業  

 （３）その他、必要な事業  

 

第５条（その他）  

  １．本会会員は本規約に定める規範に従わねばならない。 

 

第２章 会員  

 

第６条（構成）  

 １．本会は下記の会員により成る。  

 （１）正会員                  卒業生  

 （２）賛助会員                   現関係職員  

 

第７条（登録）  

 １．入会希望者は原則として規定の申込用紙にて事務局

  に入会の連絡を行う。 

   姓名、勤務先、住所などの登録事項変更の時はその旨

を事務局まで届出ること。  

 

第８条（退会、除名）  

 １．会員が、死亡したときは、退会とみなす。  

 ２．次の各項に該当する場合は、総会の議決によりその

   会員を本会より除名することが、できる。  

 (１）会員が、本会の会員としてふさわしくない行為を

行ったことが明らかな場合。  

 （２）正当な理由なくして会費を３ヶ月以内に納入しな

かった場合。  

 ３．何等かの理由により会員たる資格を喪失した者は、

既納の会費等の負担金の返還を請求することはでき

ない。  

 

第９条（権利、義務）  

 １.会員は議事録及び会計簿を閲覧する権利を有する。  

 ２．会員は規程の会費その他の負担金を納付する義務を

有する。  

 

第３章 役員  

 

第１０条（種別）  

 １．本会に次の役員を置く。  

  （１）会 長 １名  

  （２）副会長 ２名  

   補則）副会長は理学療法学科、作業療法学科それぞ

れの卒業生から各１名選出する。  

 （３）事務局長 １名  

 （４）理学療法部会長１名 及び 副部長１名  

 （５）作業療法部会長１名 及び 副部長１名  

 （６）広報部長 １名 及び 副部長１名  

 （７）監事 ２名  

    補則）監事は理学療法学科、作業療法学科それぞ

れの卒業生から各１名選出する。  

    （８）その他必要に応じて役員会の決定により非常勤

役員を置く。  

 

第１１条（選出）  

 １．役員は正会員より選出し、その方法は次のとおりと

する。  

 （１）会長・監事は、総会において選出する。  

 （２）副会長、事務局長、各部会長、広報部長は会長が

任命し、総会の承認を得る。各部会副部長は各部

長が任命し役員会で承認を得る。  

 （３）役員及び監事は兼任できない。  

 （４）その他の役員は必要に応じて役員会により任命す

    る。  

 

第１２条（職責）  

 １．会長はこの会を代表し、会務を統轄する。  

 ２．副会長は、会長を補佐し会務を統轄する。また、会

長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、臨時

に会長の職務を行う。  

 ３．事務局長は当会の事務局の運営を総括し、入会退会

事務、名簿管理、会員動向の把握、会計管理等を行

う。  

 ４．理学療法部長・作業療法部長はそれぞれの学科卒業

生の会員動向の把握、会員の学術的向上を促す事業

（研修会・学術集会）の企画・運営を行う。副部長

は部長を補佐し、部長に事故のあるとき又は部長が

欠けたときは、臨時に部長の職務を行う。  

 ５．広報部長は当会の広報活動を総括し、会員相互間の

連絡、及び対外的な広報に関する事業を統括する。

副部長は部長を補佐し、部長に事故のあるとき又は

部長が欠けたときは、臨時に部長の職務を行う。  

 ６．監事は会計の監査にあたる。  

 

第１３条  

 １．役員の任期は４年とする。但し、再任は妨げない。 

 ２．役員は任期満了時、もしくは途中退任の場合はその

事前に、速やかに会員から会長・監事の候補者を公

募し、総会を招集して時期役員の決定を行う。また、

後任者が決定するまでは前任者がその職務を行わな

ければならない。  

 ３．任期中の役員変更は、前任者の残存期間とする。  

 ４．事故など不測の事態にて役員の欠員が出た場合は、

会長は速やかに役員会を招集し、後任者決定までの

暫定的な代行者を役員会にて任命する。  

 

第１４条（解任）  

 １．その地位にふさわしくない行為を行った役員は、総

会の議決により解任することができる。  

 

第４章 機関  

 

第１５条（運営機関）  

 １．本会は下記の機関をもって運営される。  

 （１）総会  

 （２）役員会  

 

 



第１６条（開催）  

  １．総会は会員総意の表示機関であって、本会における

最高決議機関である。  

 （１）定時総会：１年に１回行う。  

 （２）臨時総会：役員会においてその必要をみとめた時、

又は会員の１／３以上の要望のあった時に開催す

る。  

 

 

 

第１７条（構成）  

  １．総会は正会員をもって構成する。  

 ２．役員会は会務の執行機関であって会長・副会長・そ

の他の役員をもって構成する。  

 

第１８条（権能）  

  １．総会はこの規約に規定してあるものの他、次の事項

を議決する。  

 （１）事業計画の決定  

 （２）事業報告の承認  

 （３）予算及び決算の承認  

 （４）その他、本会の運営に関する必要な事項。  

 

第５章   会議  

第１９条（招集）  

  １．各会議は、会長が招集する。  

 

第２０条（議長）  

 １．総会の議長は、その総会において出席会員の中から

会長が任命し、出席者の承認を得る。  

 ２．役員会の議長は、会長が任命し出席者の承認を得る。 

 

第２１条（定足数）  

 １．各会議は、構成員の１／２以上の出席がなければ開

会することができない。委任状は出席とする。  

 ２．各会議の構成員にも関わらず出欠席の意志が全く示

されず、委任状の提出がない構成員数は、各会議の

構成員総数からは差し引くものとする。  

 

第２２条（議決）  

 １．本会における全ての会議の決議方法は、原則として

無記名投票による多数決によるものとする。  

 

第２３条（書面委任）  

 １．やむをえず会議に欠席の場合は、書面による代理委

任をもってその意志表示を認める。  

 

第６章 資産会計及び庶務  

 

第２４条（資産）  

 １．本会の資産は次の各号をもって構成する。  

 （１）会費  

 （２）寄付金品  

 （３）その他の収入  

 

第２５条（管理）  

 １．本会の資産は会長・事務局長の責任において、事務

局がこれを管理し、その方法は総会の議決による。  

 ２．本会は会員名簿、議事録その他庶務、会計に関する

簿冊を備えること。  

 

第２６条（会計）  

  １．本会の会計年度は毎年４月１日より始まり、翌年３

月３１日をもって終わる。 

 

第７章 規約の変更  

 

第２７条  

 １．この規約は、総会に出席した会員２／３以上の同意

を経て変更することができる。  

 

 

 

付則  

 

 １．この規約は、昭和６１年１１月２３日より施行する。 

 ２．初年度役員は、以上の規約にかかわらず、昭和 63

年３月３１日までを任意とする。  

 ３．初年度会計は、昭和６１年９月２０日より昭和６２

年３月３１日とする。  

  追加  

 ４．この規約は平成１３年２月１７日総会をもって改訂

され同日より施行する。  

  ５．この規約は平成２１年４月５日総会をもって改定さ

れ同日より施行する。  

 

 

 

 

細則  

 

 

（１）組織図                                        
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 １）役員会で会の総括的な運営を行う。  

  ２）各部会にて具体的な事業の企画・運営を行う。  

  ３）全ての最終決定は総会にて行う。  

  ４）愛知医療学院とは常に協力関係を保つ。  

 

（２）会費に関する項  

 １）正会員の会費は入会金含めて一万円とし、これは終

身会費とする。  

 ２）会費は原則として、卒業が確実した日から５月末日

までに全納するものとする。  

 

（３）弔慰金、お見舞い金に関する項  

 １）会員死亡時には、本会より弔慰金として１万円をお

くる。  

 ２）会員、もしくは会に多大な貢献のある人が重大な障

害・疾患にかかった場合に対して、必要に応じて役

員会にてお見舞い金の贈与を決定する。  

 

（４）付則  

  この細則は、昭和６１年１１月２３日より施行する。  

細則の改訂は、平成１３年２月１７日の総会をもって行

い同日施行する。  


